
桑名市子育て支援拠点施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月12日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市規則第６号 

桑名市子育て支援拠点施設条例施行規則の一部を改正する規則 

桑名市子育て支援拠点施設条例施行規則（平成23年桑名市規則第31号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条各号を削り、同条に次の表を加える。 

桑名市子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」（以下「ぽかぽか」という。） 

室名 機能 

かるがも広場 子育て親子の交流、支援並びに子育て不安等についての相談及び指導 

わんぱく広場 子どもの知的好奇心及び創造性の育成、子育て関連のボランティア団体及びサー

クル団体の活動の推進並びに子育て親子の交流、支援並びに子育て不安等につい

ての相談及び指導 

こあら広場 子育て親子の読書活動の推進及び図書の貸出し 

第４条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、同項を同条第３項とする。 

第８条各号を削り、同条に次の表を加える。 

ぽかぽか 

室名 利用時間 

かるがも広場 午前９時から午後４時まで 

わんぱく広場 午前９時から午後４時まで 

こあら広場 午前９時から午後４時まで 

第９条第１項の表キラキラの項を削り、同表ぽかぽかの項中「国民の祝日に関する法律」の次に「（昭

和23年法律第178号）」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


